
登録変更理由
)

)

その他

登録料

１，３００円（不足金1,000円＋手数料300円） × （ 　　）人分 ＝ （　 　　　　）円
　※ 県バ登録料：2,000円→日バ登録料：3,000円　⇒不足金1,000円

振込日

月　　　　日 

　郵送での申込みをされる方は、登録完了後、

　登録番号をお伝えする為の返信用封筒（返信先住所氏名記入、切手貼付）を同封して下さい。

　登録処理には１ヶ月程度かかりますので、余裕をもってお申込みください。

（注）日バ登録から県バ登録への変更はできません。

（注）連盟の変更はできません。

令和６年度米子市バドミントン協会
登録内容の変更申込書

（鳥取県バドミントン協会登録→日本バドミントン協会登録）

所属団体名 日バ登録番号生年月日
（ふりがな）

氏　　名

********

例 ＊＊＊＊＊ 新規

わたなべ　○○
１９８９．１２．１２

渡邊　○○

渡邉　○○
１９８９．１２．１２

わたなべ　○○

1

例

審判資格取得⇒（受講予定日：　　　　　月　　　　　　日　　会場：

大会出場⇒（大会日：　　　月　　日　大会名：

4

5

＊＊＊＊＊

振込名義（フリガナ）

2

3

≪郵送での申込先≫

〒683-0841　 米子市上後藤１丁目10-32　　石原 浩樹　宛
　（電話　080-6329-9947）
≪電子メールでの申込先≫

　yonago-bado.registration@outlook.jp

≪協会登録会費振込先≫

山陰合同銀行 米子東支店

口座番号：普通預金 ４５００４９１

口座名義：米子市バドミントン協会


